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テキストの構成 

■消費税超入門の学習を始めるにあたって 

消費税は，皆さんが日常の買い物をする際に課される，最も身近な税金の一つです。 

消費税を直接負担しているのは皆さん消費者ですが，実際に国などに納めるのは，商

品を販売したお店側となります。 

本講座では，実務的にも重要な消費税をできるだけ分かりやすく解説し，消費税に関

する基礎力を養成します。 

レジュメの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ 

重要な部分や覚える際のポイント 

番 号 

知っておくと便利な内容，コラムなど 

重要で押さえておきたい用語 

POINT 

MEMO 

KEYWORD 

消費税とは 2 
消費税は・・・・・ 

Theme 
■消費税とは 

まず、はじめに 

各テーマのＱ＆Ａ 

テーマの各論点解説 

図解 

POINT 

MEMO 

KEYWORD 

■本テキストの内容及び関係法令書類につきましては，平成31年４月１日現在の施法

令等（平成31年度法令準拠）に基づいておりますが，税率については10％を前提に作

成しております。 
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消費税とは 
消費税は一言でいえば買い物税！ 

   

■消費税とは何か 

まず，はじめに消費税でいうところの消費とは，皆さんが

毎日行う「買い物」と考えてみてください。 

百貨店で食料や衣料品を買う。書店で本を買う。すべて普

段の「買い物」です。 

そして，このような「買い物」の先には「消費」という行

為が存在します。ご飯を食べる。服を着る。本を読む。すべ

て広い意味での「消費行為」と呼ぶことができます。 

消費税では，これらの「買い物」を「消費」の前提取引と

考えて，「買い物」の時点で一律に10％の税を徴収することに

しているのです。 

■消費税はなぜ課税される 

次に，消費税が課税される理由について考えてみましょう。 

この理由は単純なもので「買い物」できる人はお金を持っ

ているのだから，購入代金の10％ぐらいは消費税を負担し，

財政に協力してください，というものです。 

裏を返せば，消費税を負担するのは皆さん消費者一人一人

ということにもなるのです。 

その結果として，平成元年に消費税が導入されてからは，

皆さんは財布からお金を出すたびに消費税を負担しているこ

とになるわけです。 

1 
 

 

 

 

  POINT 

 消費とは 

 「買い物」の先には必ず「消費

行為」が存在する。 

 「消費」とは，何かを費やし，

何かを消す，と書くが，お金を使

って何かをする，と考えればよい。 

 

 

 

  MEMO 

 導入の経緯 

 消費税は平成元年に導入され，

当初は３％の割合で課税されてい

たが，その後，平成９年の改正に

よる税率アップを経て５％となり，

平成26年４月１日からは８％の割

合で課税されている。 

 「金あるところに税金あり」と

いう諺があるように，国や地方自

治体は様々な理由をつけて課税し

ようとするものである。 

 消費税は非常に大きな財源とし

て国などにとっても魅力ある商品

のひとつなのである。 

 なお、令和元年10月１日からは

税率10％となる予定である。 
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消費の具体的行為 

 

(1) 商品等の消費･使用 

皆さんが食料や衣料品などを購入する行為がこれにあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サービスの消費･使用 

皆さんが電車に乗ったり，理容室で髪を切ってもらう行為がこれにあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 店 消費者 

① 食 料 

② 代金等 

お 店 消費者 

① 洋 服 

② 代金等 

旅客会社 消費者 

① 移 動 

② 代金等 

理容室 消費者 

① 散 髪 

② 代金等 


